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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 5(オ)920 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 遺産確認等請求本訴、共有持分権

不存在中間確認請求反訴 

原審事件番号 平成 3(ネ)3483 

裁判年月日 平成 9 年 3 月 14 日 原審裁判年月日 平成 4 年 12 月 17 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 182 号 537 頁   

 

判示事項 共同相続人の一部の間において土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した

場合に敗訴原告が右土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否 

裁判要旨 共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有

権確認請求を棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙

に対して相続による右土地の共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっ

ても、甲は右土地につき遺産確認の訴えを提起することができる。 

 

全 文 

  主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

 理    由 

上告代理人宮崎富哉の上告理由について 

共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を

棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による右土地の

共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は 右土地につき遺産確認の訴えを

提起することができると解するのが相当である。けだし、遺産確認の訴えは、特定の財産が被

相続人の遺産に属することを共同相続人全員の間で合一に確定するための訴えであるところ

（最高裁昭和五七年（オ）第一八四号同六一年三月一三日第一小法廷判決・民集四〇巻二号三

八九頁、最高裁昭和六〇年（オ）第七二七号平成元年三月二八日第三小法廷判決・民集四三巻

三号一六七頁参照）、右確定判決は、甲乙間において右土地につき甲の所有権の不存在を既判

力をもって確定するにとどまり、甲が相続人の地位を有することや右土地が被相続人の遺産

に属することを否定するものではないから、甲は、遺産確認の訴えの原告適格を失わず、共同

相続人全員の間で右土地の遺産帰属性につき合一確定を求める利益を有するというべきであ

る。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立っ

て原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。 

（裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博） 

 

 

※参考：判例タイムズ 937 号 104 頁、判例時報 1600 号 89 頁、金融商事判例 1020 号 13 頁 


